
☆裁判員候補者名簿ができるまで
　裁判員候補者名簿は、市区町村
の選挙管理委員会が選挙人名簿か
らくじで無作為抽出した名簿を基に、
全国の地方裁判所で作成されます。
　平成28年の名簿に登録される人
数は、全国で約22万9200人です。
（選挙人名簿登録者全体に占める割
合は、約454人に１人）
☆裁判員候補者名簿記載通知に
　ついて
　平成28年の裁判員候補者名簿
に登録された方には、本年11月中
旬に名簿に登録されたことの通知
（名簿記載通知）をお送りします。
この通知は、来年２月頃から平成
29年２月頃までの間に裁判所にお
越しいただき、裁判員に選ばれる可
能性があることを事前にお伝えし、
あらかじめ心づもりをしていただく
ためのものです。この段階では、ま
だ具体的な事件の裁判員候補者に
選ばれたわけではありませんので、
すぐに裁判所にお越しいただく必要
はありません。
　また、名簿記載通知と併せて調
査票をお送りします。この調査票は、
裁判員候補者の方の事情を早期に
把握し、調査票のご回答の内容に
より、１年を通じて明らかに事態が
認められる場合等には裁判所にお
越しいただくことのないようにして、
裁判員候補者の方々の負担を軽減
するためにお送りするものですので、
お尋ねする項目にあてはまらない方
は、返送していただく必要はありま
せん。
　辞退の申し出ができる時期や期
間等に何らかの制限を設けているわ
けではありません。
　この調査票で辞退を申し出なかっ
た場合でも、実際の事件の裁判員
候補者に選ばれた際にお送りする質
問票で辞退を申し出ていただくこと
も、裁判の当日（選任手続時）に
辞退を申し出ていただくことも可能
です。
　裁判員制度にご理解ご協力をお
願いします。

　ＰＣＢを使用している電気機器（変
圧器、コンデンサ、蛍光灯安定器（家
庭用除く）など）を保有している皆
様は、ＰＣＢ特別措置法などに基づく
届出が必要です。あなたが所属する
事業所などで使用している電気機器
や電気室、キュービクル、倉庫など
に保管されている電気機器を点検し
てください。（北海道のホームペー
ジに電気機器等のメーカーの問合せ
窓口を掲載していますので参考とし
てください。
「ＰＣＢ含有廃電気機器等の処理について」
ＵＲＬ：http://www.pref.hokkaido.lg.jp
　　/ks/jss/top_page/pcbganyukiki.htm
　点検の結果、ＰＣＢを使用していた
（る）電気機器で届出がされていな
い場合は、直ちに届出を行ってくだ
さい。なお、詳しくは、北海道まで
お問い合わせください。
【問い合せ先】
　北海道環境生活部環境局循環型
　　社会推進課（廃棄物管理グループ）
　　（電話：０１１－２０４－５１９９）
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　北海道地区廃船処理協議会（事
務局：北海道運輸局）は、廃FRP
船リサイクルシステムの広報に取り
組んでいます。
　廃FRP船はセメントの原料・燃料
として再利用されます。
　FRP船の廃船をお考えの方は、下
記へご相談ください。
問い合わせ先
FRPリサイクルセンター
　電話　03-5542-1202
または最寄りの登録販売店（下記ホー
ムページよりご案内しています）
ホームページ　
　http:/www.marine-jbia.or.jp

FRP船の廃船をお考え
のユーザーの皆様へ
FRP船の廃船をお考え
のユーザーの皆様へ

優良運転者講習（３０分）
１１月１０日（火）午後１時００分から
　天塩町社会福祉会館
一般運転者講習（１時間）
１１月１０日（火）午後１時４５分から
　天塩町社会福祉会館
初回更新者講習（２時間）
１１月１０日（火）午前１０時００分から
　天塩町社会福祉会館
違反運転者講習（２時間）
１１月１０日（火）午後３時００分から
　天塩町社会福祉会館

運転免許更新時
講習のお知らせ
運転免許更新時
講習のお知らせ

　国立北海道障害者職業能力開
発校では、求職中の障がい者の入
校生（訓練期間１年または２年）を
募集しています。
願書受付期間
１１月１日から１１月２０日まで。詳し
くは、当校または最寄りの公共職業
安定所までお問い合わせください。
〒０７３－０１１５　砂川市焼山６０番地
　　電話　０１２５－５２－２７７４
　　FAX　０１２５－５２－９１７７

平成２８年度入校生募集平成２８年度入校生募集

　保健師、助産師、看護師、准看
護師の免許をお持ちで、お仕事を
されていない方は「看護師等の人
材確保の促進に関する法律」に基
づき、北海道ナースセンターへ届
け出ることが努力義務になりました。
　また、届出の方法については個
人で届け出るだけでなく、離職時
の勤務先（病院、介護施設）が離
職者の同意を得て代行し届け出る
こともできます。
　ナースセンターでは、離職者の
状況に合わせた支援を行うことで、
看護職としての切れ目のないキャ
リアを積むことができるよう支援を
行います。
問い合わせ先
北海道ナースセンター
　電話　011-863-6794
　（月～金/9：00～ 17：00対応）

平成２７年１０月１日から
「看護師等の届出制度」が始まりました
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暴風雪への備え暴風雪への備え暴風雪への備え

気象状況・天気予報の確認先　稚内地方気象台（電話：0162-23-2678）
※稚内地方気象台ホームページ
　URL http://www.jma-net.go.jp/wakkanai/index.html
※問い合わせ先　稚内地方気象台（電話：0162-23-2679）

　宗谷地方では、毎年冬になると暴風雪による災害が発生します。
　雪を伴った強い風が吹くことで、視界が真っ白になったり、吹きだまりができたりして、
交通機関などに大きな障害が発生します。
〇暴風雪による被害の特徴
・吹きだまり：車の運転が危険になり、積雪が20ｃｍ程度でも発進できなくなる場合があります。（平成24年
2月14－15日には稚内市・幌延町等でも約150台の車が立ち往生しています。）住宅では、FF式(強制
給排気式）暖房機器の給排気口がふさがれると、一酸化炭素中毒を起こす危険性があります。玄関が雪
でふさがれて開かなくなることがあります。

・歩行困難：強い風でまっすぐに歩くことが困難になります。また、雪により数メートル先も見えなくなり、方向
感覚を失って自分の位置がわからなくなることもあります。

〇暴風雪による被害に遭わないためにどうしたらよいのでしょうか
　暴風雪による被害は、晴天から悪天に天気が急変したときに特に多く発生しています。テレビやラジオなど
で悪天が予想されていることを知ったときは、今の天気が良くても油断することなく、最新の天気情報や道路
情報などを確認しましょう。
　気象台から「数年に一度の猛吹雪」「外出は控えてください」のキーワードを使った情報が発表されたら、
厳重に警戒をしてください。
〇もし暴風雪に遭遇してしまったら
・歩行中や屋外にいるときは、商店やコンビニなど建物内の安全な場所に避難しましょう。
・車を運転しているときには、道の駅やコンビニなどで天気の回復を待ちましょう。立ち往生してしまったらハ
ザードランプを点灯したりして衝突を防ぎましょう。車内で救助を待つときは、一酸化炭素中毒を防ぐためエ
ンジンは切り、防寒着や毛布、新聞紙などで体温の低下を防ぎましょう。
　日常から暴風雪への備えを行ない、安全に過ごすためにはどうしたらよいか考えておきましょう。（下記は札
幌管区気象台　「暴風雪への備え」のページへのリンクです）
http://www.jma-net.go.jp/sapporo/bousaikyouiku/schoolbousai/boufusetsu/boufusetsu.html

全国瞬時警報システムによる全国一斉情報伝達訓練の実施について
　平成27年11月25日に、地震・津波や武力攻撃
などの発生時に備え、次のとおり全国一斉情報伝達
訓練を実施します。
　この訓練は、全国瞬時警報システム（Ｊアラート）
(※)を用いた訓練で、幌延町以外の地域でも様々な手
段を用いて情報伝達訓練が行われます。
　なお、訓練実施日に国内で実際の災害が発生する
恐れがある場合などの理由により、情報伝達訓練が中
止される場合もありますのでご留意ください。
１．訓練実施日時
　平成27年11月25日（水）　11時00分ごろ
２．放送試験内容
　訓練実施時刻になりましたら、ＩＰ告知端末機よりサイ

レンが最大音量で鳴り、「これは、テストです。」と、３
回放送されます。
(※)　Ｊアラートと
は、地 震・津 波
や武力攻撃などの
緊急情報を、国
から人工衛星など
を通じて瞬時にお
伝えするシステム
です。
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幌延町役場　総務課　総務グループ
電話５－１１１１　告知端末５－８８１１

配信画面サンプル

「必ずチェック 最低賃金！ 使用者も、労働者も」
北 海 道 最 低 賃 金

　北海道内で事業を営む使用者及びその事業場で働くすべての
労働者（臨時、パートタイマー、アルバイト等を含む。）に適用
される北海道最低賃金が次のとおり改定されました。

○最低賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、臨時に支払われる賃
金及び時間外等割増賃金は算入されません。

○最低賃金額以上の賃金を支払わない場合は、最低賃金法違反として処罰
されることがあります。
○特定の産業（「処理牛乳・乳飲料、乳製品、糖類製造業」、「鉄鋼業」、「電
子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業」、
「船舶製造・修理業、船体ブロック製造業」）で働く者には北海道の特定（産
業別）最低賃金が適用されます。
厚生労働省　北海道労働局　労働基準監督署（支署）

最 低 賃 金 額　　時 間額　７６４円
効力発生年月日　　平成２７年１０月８日
最 低 賃 金 額　　時間 額　７６４円
効力発生年月日　　平成２７年１０月８日

23　◀ほろのべの窓　2015.11月号


